
１１１１　　　　総括総括総括総括

 (1) 人件費(1) 人件費(1) 人件費(1) 人件費のののの状況状況状況状況（（（（普通会計決算普通会計決算普通会計決算普通会計決算））））

（2）（2）（2）（2）職員給与費職員給与費職員給与費職員給与費のののの状況状況状況状況（（（（普通会計決算普通会計決算普通会計決算普通会計決算））））

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は、２５年４月１日現在の人数です（再任用短時間勤務職員を含む）。

（3）（3）（3）（3）ラスパイレスラスパイレスラスパイレスラスパイレス指数指数指数指数のののの状況状況状況状況（（（（各年各年各年各年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、

　　　　学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

　　　３　平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値です

※平成２６年４月１日のラスパイレス指数が１００を超えている理由及び改善の見込み

千円

　　ラスパイレス指数が１００を超えている要因として、国との職員構成上（大卒、短大卒、高卒、中卒の職員数

　及び年齢構成）の違いがあげられます。参考までに三田市の職員構成に基づき計算するパーシェ指数では１００

　を下回ります。

　　平成２５年４月から初任給基準を引き下げたこと、また今後、高齢層職員の昇給抑制等の措置及び適正な管理

　監督職員の配置によりラスパイレス指数の引下げに向けて取り組みます。

25年度

区　　分

人

　　　　　　Ａ

22.4

千円

（参考）類似団体平均

7,172,025

千円千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

職員手当給　 料

114,870

職員数

24年度の人件費率

%

6,0214,608,906 6,528

一人当たり給与費

20.7

%　　　　　千円

Ｂ／Ａ

25年度 　　　　　　　千円 　　　　千円人　

　　　　　千円千円

1,056,313706

34,690,588

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（26年1月1日）

三田市の給与・定員管理等について

実 質 収 支 （参考）人 件 費 率

期末・勤勉手当

　　　　　　Ｂ

513,745

人 件 費

　　計　　Ｂ 給与費 B/A

一人当たり

2,747,723 804,870
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（4）（4）（4）（4）給与制度給与制度給与制度給与制度のののの総合的見直総合的見直総合的見直総合的見直しのしのしのしの実施状況実施状況実施状況実施状況についてについてについてについて

２２２２　　　　職員職員職員職員のののの平均給与月額平均給与月額平均給与月額平均給与月額、、、、初任給等初任給等初任給等初任給等のののの状況状況状況状況

 (1) 職員(1) 職員(1) 職員(1) 職員のののの平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢、、、、平均給料月額及平均給料月額及平均給料月額及平均給料月額及びびびび平均給与月額平均給与月額平均給与月額平均給与月額のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

　　　　　　　　平成２７年度は１％引き上げ。

10%

6%

400,518

-

　（参考）

　（実施時期）　平成２７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引き上げることとし、

平成２６年度

の支給割合

う ち 学 校 給 食 員

う ち 用 務 員

国

う ち 清 掃 職 員

類似団体

54.0

52.7

見直し後の支給

割合(H30.3.31)

職員数平均年齢

兵庫県

平均給料月額

48.9

16

3,119

43.5 335,000

三田市

42.7

区　　分

42.3

類似団体

44.3

325,549

396,651

366,377

393,936436,666

平均給与月額

402,261

408,472

458,658

44

287,992

44.4

50.1

48.8

-

326,68859 372,166

387,525

三田市

330,000

347,781

580

338,000

平均年齢

国

兵庫県

339,699

平均給料月額 平均給与月額

　（支給割合）　国基準では１０％

　　　　　　初任給に係る号給は引下げなし。高齢層については最大4～5%程度引下げ。

　　　　　　激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

②地域手当の見直し

国基準による支給割合

三田市の支給割合

平成２７年度

の支給割合

（国ベース）

区　　分

　管理職員特別勤務手及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施）

平均給与月額

6%

平均給与月額

95

464,978

412,22024

（国ベース）（Ａ）

351,304

363,407

434,387

328,503

368,554

397,307

378,022

378,486

326,611

353,768

414,703

①給料表の見直し

　（給料表の改定実施時期）　平成２７年４月１日

　（内容）　行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均1.82％引下げ。

③その他の見直し内容

【概要】

　　国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に

　取り組むとされている。

49.3

7%

7%未定
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　　　③教育職(幼稚園教諭職)

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、26年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

　　　　いて明らかにされているものです。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものです。

（2) （2) （2) （2) 職員職員職員職員のののの初任給初任給初任給初任給のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

円 円 円

円 円 円

円 円 －

円 円 －

円 円 －

円 円 －

（注）１　技能労務職の初任給については年齢幅を設けて、職種ごとに基準額を設定しております。高校卒については、

18歳採用時の初任給基準額、また、中学卒においては15歳採用時の初任給基準額を記載しております。

（3) （3) （3) （3) 職員職員職員職員のののの経験年数別経験年数別経験年数別経験年数別・・・・学歴別平均給料月額学歴別平均給料月額学歴別平均給料月額学歴別平均給料月額のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

円 円 円 円 ※

円 ※ 円 ※ 円 ※ 円

円 円 ※ 円 ※ 円 ※

円 円 円 円 ※

円 円 ※ 円 円

円 円 ※ 円 ※ 円

（注）※印は該当職員が少なく、当該経験年数程度の４人以下の平均額です。

技能労務職の高校卒で経験年数10年の欄は経験年数12年の平均額を記載しています。

技能労務職の中学卒で経験年数30年の欄は経験年数29、31年の平均額を記載しています。

教育職の経験年数20年の欄は経験年数22年の平均額を記載しています。

高　校　卒

高　校　卒

技能労務職

高　校　卒

区　　　　　分

一般行政職

一般行政職

高　校　卒

短  大  卒教　育　職

中　学　卒

大　学　卒幼　稚　園

技能労務職

224,800

143,131

135,600

149,800

182,400

172,200

－

区　　　　分

大　学　卒

経験年数１０年

266,160

経験年数２０年

358,292

大　学　卒
教育職（幼

稚園教諭

職）
-

－

-

短　大　卒

中　学　卒

－

－

平均給料月額

149,800

172,200

－

－

140,100

139,809

422,542

平均給与月額

43.5

40.6 379,278

類似団体 40.6

兵庫県 368,928

区　　分

308,485

326,755三田市

平均年齢

兵　庫　県

176,642182,400

三　田　市

197,257

大　学　卒

国

－175,372

303,367

319,550

352,606

370,000

-

352,625

405,300

418,163

325,833

-

366,850

-

-

-

経験年数３０年

407,464

-

378,397

375,900

経験年数２５年

3



３３３３　　　　一般行政職一般行政職一般行政職一般行政職のののの級別職員数等級別職員数等級別職員数等級別職員数等のののの状況状況状況状況

（1) （1) （1) （1) 一般行政職一般行政職一般行政職一般行政職のののの級別職員数級別職員数級別職員数級別職員数のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

(注)１　三田市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

   ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

（2) （2) （2) （2) 昇給昇給昇給昇給へのへのへのへの勤務成績勤務成績勤務成績勤務成績のののの反映状況反映状況反映状況反映状況

最高号給の給料月額1号給の給料月額

319,500 473,600

252,000 432,500

234,800 415,700

217,600 402,600

201,000 357,600

131,100 289,600

186,700 350,100

事務職員

技術職員

３　　級

％

６　　級

構成比

７　　級

区　　分 標準的な職務内容

152 36.0

人

人

人

課長補佐

課長

副課長

％

5.5

％

部長

次長

人

22 5.2

人

11.448

事務職員

技術職員

％

　１　昇給の実施時期

　　　　毎年７月１日

　２　勤務評定

　　　　勤務成績の評定は、地方公務員第４０条に基づき、毎年１月１日を評定基準日として全職員を対象に実施しています。

　３　昇給への勤務成績の反映状況

　　　　懲戒処分、分限処分、病気休暇等による昇給号給数の調整を実施しています。

４　　級

職員数

6.9

15.6

％

主任

５　　級

19.4

23

82

係長

主査

人

66

29

％

％人

２　　級

１　　級

１級

11.4%

１級

10.3%

１級

5.8%

２級

6.9%

２級

6.5%

２級

10.3%

３級

15.6%

３級

16.3%

３級

25.7%

４級

36.0%

４級

35.3%

４級

26.5%

５級

5.5%

５級

6.0%

５級

8.4%

６級

19.4%

６級

20.2%

６級

16.9%

７級

5.2%

７級

5.3%

７級

6.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成26年の構成比 1年前の構成比（H25） 5年前の構成比（H21）

4



４４４４　　　　職員職員職員職員のののの手当手当手当手当のののの状況状況状況状況

（1) （1) （1) （1) 期末手当期末手当期末手当期末手当・・・・勤勉手当勤勉手当勤勉手当勤勉手当

千円 千円

（25年度支給割合） （25年度支給割合） （25年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5～20% ・役職加算　5～20％（抑制後4～10%） ・役職加算　5～20%

・管理職加算 10～20%（抑制後5～10%） ・管理職加算 10～25%

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

　 【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

（2) （2) （2) （2) 退職手当退職手当退職手当退職手当（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（割増率2％～45％） （割増率2％～45％）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、25年度に退職した職員に支給された平均額です。

 (3) 地域手当(3) 地域手当(3) 地域手当(3) 地域手当

（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

千円

千円

％ 人 ％

―

支給率

21.62

4,814

　

　１　勤務評定

　　　　勤務成績の評定は、地方公務員第４０条に基づき、毎年１月１日を評定基準日として全職員を対象に実施しています。

　２　勤勉手当への勤務実績の反映

　　　　分限処分、病気休暇等による成績率の調整を実施しています。

52.44

66

248

支給対象地域

支給実績（25年度決算）　 175,231

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

支給対象職員数

2.60 1.351.35

国

1.45 1.45

三　　　　　　　　　　　田　　　　　　　　　　　市

36.57

0.65

27.025

0.65

21.62

30.8230.82 36.57

27.025

全地域 706

52.44

43.70

52.44

23,089

1.35

国

国の制度（支給率）

0.65

2.60

52.44

52.44

１人当たり平均支給額（25年度）

1.45

１人当たり平均支給額（25年度）

43.70

三　　　　　田　　　　　市

1,803

2.60

兵　　　　　庫　　　　　県

52.44

1,512

5



 (4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当（（（（２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

千円

千円

　％職員全体に占める手当支給職員の割合（24年度）

月額　3,300円右に同じ(又は右の業務に従事

した職員）

クリーンセンター班長手当

死廃動物処理手当

クリーンセンター又は環

境センターに勤務する

班長

有害鳥獣等の死廃動

物の処理作業に従事し

たとき

右に同じ(又は右の業務に従事

した職員）

社会福祉業務手当

右に同じ(又は右の業務に従事

した職員）

クリーンセンター作業長手

当

(1)　保健師が訪問によ

り保健指導を行ったとき

((2)との併給はしない)

(2)　生活保護法(昭和

25年法律第144号)、児

童福祉法(昭和22年法

律第164号)、母子及び

寡婦福祉法(昭和39年

法律第129号)、老人福

祉法(昭和38年法律第

133号)、身体障害者福

祉法(昭和24年法律第

283号)若しくは知的障

害者福祉法(昭和35年

法律第37号)に規定す

る措置等のケースワー

ク又は市民病院におけ

る医療相談に従事した

とき

日額　140円

主な支給対象職員 主な支給対象業務

市税又は国民健康保

険税の差押え等滞納処

分に従事したとき

右に同じ(又は右の業務に従事

した職員）

31,003

支給職員１人当たり平均支給年額（24年度決算）

左記職員に対する支給単価

右に同じ(又は右の業務に従事

した職員）

1件　400円

クリーンセンターに勤務

する職員でごみの収

集・処理業務に直接従

事したとき、環境セン

ターに勤務する職員で

し尿の収集・処理業務

に直接従事したとき又

はクリーンセンターに勤

務する技術職員で炉の

保守点検業務に従事し

たとき

行旅病人又は行旅死

亡人の収容に従事した

とき

月額　5,500円

病人(1件)　550円

衛生業務手当

行旅病人等措置手当

右に同じ(又は右の業務に従事

した職員）

死亡人(1体)　1,100円

上記に併せて精神衛生

業務に従事したとき

日額  950円

クリーンセンター又は環

境センターに勤務する

作業長及び副作業長

病人(1件)　1,000円

手当の名称

右に同じ(又は右の業務に従事

した職員）

市税徴収・滞納処分手当

手当の種類（手当数）

日額 330円

1回 500円

日額 150円右に同じ(又は右の業務に従事

した職員）

感染症の予防及び感

染症の患者に対する医

療に関する法律(平成

10年法律第114号)第6

条第2項、第3項及び第

4項に規定する感染症

又は家畜伝染病予防

法(昭和26年法律第166

号)第2条に規定する家

畜伝染病の病原体の

付着した物件又は付着

の疑いのある物件の処

理作業に従事したとき

市税又は国民健康保

険税の徴収を主たる業

務とする者が訪問徴収

に従事したとき

24.5

防疫作業手当

支給実績（25年度決算）

179

14

6



 (5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

日額　400円

現場危険業務手当 右に同じ(又は右の業務に従事

した職員）

(1)　地上又は水面上10

メートル以上の高所及

び急傾斜地での作業、

指導監督に従事したと

き(消防危険手当に該

当する場合を除く。)

(2)　地表面下4メートル

以上の深所における作

業、指導監督に従事し

たとき

(3)　交通を遮断するこ

となく又は危険回避措

置をとることなく行う道

路の維持修繕等の作

業、指導監督に従事し

たとき

(4)激甚災害において

警報伝達、被害状況調

査、応急作業等屋外で

の防災作業又は水防

作業に従事したとき

(5)水防指令又は防災

指令発令下において警

報伝達、被害状況調

査、応急作業等屋外で

の防災作業又は水防

作業に従事したとき

用地の取得交渉に従

事したとき

(1)～(3) 日額　200円

 

(4) 日額 2,000円

 (深夜に及ぶ場合は2,500円)

(5) 日額1,000円

 (深夜に及ぶ場合は1,500円)

用地取得交渉手当 右に同じ(又は右の業務に従事

した職員）

支給実績（24年度決算）

日額2,000円を超えない範囲に

おいて、1日の従事時間等を考

慮して別に定める額

市の主催する行事で任

命権者が定める業務に

従事する職員

日額(又は1勤務) 6,800円(従事

時間が4時間未満の場合は

3,400円)

ただし、深夜の勤務時間が5時

間以上の場合は700円

支給実績（25年度決算）

消防夜間特殊業務手当

消防危険手当 右に同じ(又は右の業務に従事

した職員）

年末年始特別業務手当 右に同じ(又は右の業務に従事

した職員）

特別行事手当 右に同じ(又は右の業務に従事

した職員）

職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（24年度決算）

1回　500円消防職員が深夜の勤

務に従事したとき

年末年始の休日におい

て特に必要があつて勤

務を命じたとき

右に同じ(又は右の業務に従事

した職員）

水火災出動

1回　250円

231,626

409

240,926

409

消防職員が危険業務

に従事したとき

はしご車での高所作業、潜水

器具を着用しての潜水作業

日額  200円

救急出動

救急救命士資格者

1回 250円

その他の職員

1回150円
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（6) （6) （6) （6) そのそのそのその他他他他のののの手当手当手当手当（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

円

円

円

円

円同

－

－

勤務1時間当たりの給

与額の100分の25

同

夜勤手当

休日給

(1)家賃支払者

　家賃支払額において

最高31,000円まで

(2)持家の世帯主

　(新築、購入5年以内)

6,500円

　(新築、購入5年超   )

4,000円

異

(1)配偶者 13,000 円

(2)配偶者以外の扶養

親族 6,500 円

  (配偶者のない扶養親

族１人11,000円)

ただし、満16歳の年度

初めから満22歳の年度

末までの子がいる場合

は、(2)の額に5,000円

加算

同

(1)交通機関利用者

　実費支給　ただし、最

高限度55,000円まで

(2)交通用具利用者

    通勤距離に応じて

3,900 円から29,700円

まで

(3)１及び２の併用者

　　最高限度55,000円

まで

異

勤務1時間当たりの給

与額の100分の135

管理職手当

(1)理事      80,000円

(2)部長      75,000円

(3)次長  　  65,000円

(4)課長      60,000円

(5)副課長   45,000円

住居手当

平均支給年額（25年度決算）

扶養手当

支給職員１人当たり支給実績国の制度

職責に応じて

80,000円から

45,000円まで

千円異

手　当　名 内容及び支給単価

通勤手当

101,219

異なる内容

143,481

千円

千円

94,952 778,295

322,880

59,401

137,281

(1)家賃支払者

　家賃支払額にお

いて最高27,000円

まで

(2)持ち家の世帯

主(新築、購入５年

以内)2,500円

－ 272,094

 

(2)交通用具利用

者

　通勤距離に応じ

て2,000円から

24,500円まで

円

73,720

国の制度と

千円

73,2935,497

千円

（25年度決算）

との異同

24,216

千円
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円

円

５５５５　　　　特別職特別職特別職特別職のののの報酬等報酬等報酬等報酬等のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×在職月数×0.41 円 任期ごと

給料月額×在職月数×0.25 円 任期ごと

(注）　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

           勤めた場合における退職手当の見込額です。 

481,000756,000 876,000

9,072,000

給 料 月 額 等

　　（25年度支給割合）

420,100760,000

366,600

95,684

620,000

623,000

670,000

338,800

異 3,636

504,000

宿日直勤務１回に

つき、4,200円を支

給

異宿日直手当

宿直勤務又は日直勤務を

命ぜられた職員には、その

勤務1回につき次の額を支

給

(1)下記以外　4,200円

(2)三田市民病院に勤務す

る職員で、入院患者の病

状の急変等に対処するた

めの宿日直勤務

・医師又は歯科医師

　20,000円

・その他の職員

　9,300円

※(1),(2)ともに、勤務時間

が5時間未満の場合は、そ

の勤務1回につき2分の1の

額

3.95

　　（25年度支給割合）

3.95

945,000

（参考）類似団体における最高／最低額

千円

管理職の職員が臨時又は

緊急の必要その他の公務

の運営の必要により、週休

日又は休日に勤務を行っ

た場合、勤務１回につき次

の額を支給

(1)　部長・次長級

  8,000円

(2)　課長・副課長級

　6,000円

区 分

給

料

管理職員

特別勤務手当

副 市 町 村 長

市 区 町 村 長

00 千円

勤務一回につき、

最高限度12,000

円

538,000

18,597,600

1,063,000

490,000

市 区 町 村 長

期

末

手

当

議 員

退

職

手

当 副 市 町 村 長

報

酬

議 長

副 議 長

市 区 町 村 長

議 長

副 市 町 村 長

副 議 長

議 員
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６６６６　　　　職員数職員数職員数職員数のののの状況状況状況状況

（1)（1)（1)（1)部門別職員数部門別職員数部門別職員数部門別職員数のののの状況状況状況状況とととと主主主主なななな増減理由増減理由増減理由増減理由

（各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

＜参考＞

64.41

[   1,269   ］

0

23

16

134

78

469

1,139

38

[   1,269   ］

667

△ 1

1,145

水道

47.12

下水道

小　計

合　　計

　公

　営

　企会

　業計

　等部

　 　門

670

（類似団体)人口1万人当たり職員数

58.07

120

771

438

85

救急体制充実による増

△ 3

2

業務増に係る組織体制の見直しによる増

9

△ 5

72

平成25年

1

1

△ 1

391

16

24

107

病院

その他 △ 2

73

退職不補充による減

38.13

[   0   ］

8

職 員 数

478 9

36

403

6

主 な 増 減 理 由

平成26年

人員配置体制の拡充による増

99.68

6

（類似団体)人口1万人当たり職員数

△ 14

＜参考＞

12

△ 1

0

0

0

対前年

増減数

21

体制強化による増

＜参考＞

109

指定管理制度の活用による減

議会

137

6

20

総務

1

30

計

衛生

64民生

429

税務

90

普

通

会

計

部

門

労働

消防部門

教育部門

30

145

商工

一

般

行

政

部

門 土木

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

小　計

農林水産
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（2)（2)（2)（2)年齢別職員構成年齢別職員構成年齢別職員構成年齢別職員構成のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

　

(3)職員数(3)職員数(3)職員数(3)職員数のののの推移推移推移推移

（単位：人・％）

一般行政 （ ）

教育 （ ）

消防 （ ）

普通会計計 （ ）

（ ）

総合計 （ ）

公営企業等会計計

100 102

681

469

107

468 459

12

9.1%

　　　　　　年度

部門別

150

99

694703

２２年

155

２１年

451

52歳 56歳

△ 2.9%

1,145

59歳

2

２６年

計

24歳 28歳 36歳

0.4%

109

445

143 120

478

△ 22.6%△ 35

429 438440

54

1,141 1,142

448

97

438

147

687

以上

12.4%

△ 5.1%△ 36

人

～

２３年 ２４年

73

過去５年間の

増減数（率）

人

32歳
～ ～

48歳40歳

1,155 1,140

～ ～

区　分

未満

～

23歳

人 人人

64

△ 13

131

40

41,145

60歳44歳

～

20歳

670

人

178

51歳27歳 39歳

20歳

101

職員数

2

人人 人

35歳

201

～ ～ ～

31歳

人

10998

55歳43歳

人

２５年

134

667

436

47歳

人

1,139

132

人

0%

5%

10%

15%

20%

25%

構成比

５年前の構成比

%
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７７７７　　　　公営企業職員公営企業職員公営企業職員公営企業職員のののの状況状況状況状況

　(1)　(1)　(1)　(1)　水道事業水道事業水道事業水道事業

  　① ① ① ① 職員給与費職員給与費職員給与費職員給与費のののの状況状況状況状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退退職手当を含みません。

      ２　職員数は、２６年３月３１日現在の人数です（再任用短時間勤務職員を含む）。

② ② ② ② 職員職員職員職員のののの基本給基本給基本給基本給、、、、平均月収額及平均月収額及平均月収額及平均月収額及びびびび平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

③ ③ ③ ③ 職員職員職員職員のののの手当手当手当手当のののの状況状況状況状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（25年度支給割合） （25年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5～20％ ・役職加算　5～20％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

千円　

める職員給与費比率

千円 千円

市町村平均（政令指定都市除く）

　　　　給与費　　B/A

千円

純損益又は

Ａ  

千円

給　 料

千円人

期末・勤勉手当

Ｂ　

職員数

１人当たり平均支給額（25年度）

9.6

一人当たり給与費

211,809

市町村平均（政令指定都市除く）

1,512

平　均　年　齢 平均月収額

区　　分

25年度

2.60

1.45 0.65

342,822

1.35

6,1236,596171,484

45.5

509,358

基本給

389,591

45.0

10.3

　　計　　Ｂ

％

一人当たり

総費用

　　　　　　Ｂ／Ａ

総費用に占める

0.65

1,523

2.60

1.45

千円　25年度

　　　　　千円

職員手当

三 田 市

１人当たり平均支給額（25年度）

1.35

三田市（水道事業）

104,044

市町村平均

（政令指定都市除く）

三田市　（一般行政職）

27,842 39,59826

589,882

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

227,117

実質収支

区　　分

千円　 ％

1,456

１人当たり平均支給額

　　　　　　区　　分

2,376,975

職員給与費比率

　　　　千円

　　　　　　Ａ

22年度の総費用に占
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イ　退職手当（２６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置定年前早期退職特例措置（割増率2%～45%） その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（割増率2%～45%）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、25年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当

（２６年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２６年４月１日現在）

千円

千円

　％

1,200円

左記の職員に対する支給単価

66

⑴～⑷ 　200円

⑸ 2,000円

 (深夜に及ぶ場合は

2,500円)

⑹ 1,000円

  (深夜に及ぶ場合は

1,500円)

回数

日額

5

支給実績（25年度決算）

現場危険作業手当<水道>

手当の名称

手当の種類（手当数）

右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）

30.82

主な支給対象職員 主な支給対象業務

職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度） 69.2

27.025

258

21.62

26

23,089

三田市（水道事業）

52.4452.44

一般行政職の制度（支給率）支給対象地域 支給率

6

30.82

6

21.62

1,189

夜間特殊業務手当<水道>

⑴ 地上又は水面上10m以上の高

所及び急傾斜地での作業、指導監

督に従事したとき

⑵地表面下4m以上の深所にける

作業、指導監督に従事したとき

⑶交通を遮断することなく又は危険

回避措置をとることなく行う道路の

維持修繕等の作業、指導監督に従

事したとき

⑷浄水場において劇薬を取り扱う

業務に従事したとき

⑸激甚災害において 警報伝達、被

害状況調査、応急作業等屋外での

防災作業又は水防作業に従事した

とき

⑹水防指令又は防災指令発令下

において警報伝達、被害状況調

査、応急作業等屋外での防災作業

又は水防作業に従事したとき

27.025

36.57

支給対象職員数

全地域

右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

深夜及び交代制勤務に従事する浄

水場職員が、勤務時間が午後10時

から午前5時の時間帯に及び業務

に従事した場合

年末年始特別業務手当<

水道>

右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

年末年始の休日において特に必要

があつて勤務を命じたとき

右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

日額

日額

(又は

１勤

務)

停水処分手当<水道>

 6,800円(勤務時間が4

時間未満の場合は

3,400円)

非常出動手当<水道> 回数

右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

料金滞納にかかる停水処分業務に

従事したとき

330円

給配水工事の監督業務に従事する

職員が、(1)午後10時以降に再出動

による勤務に従事したとき

(2)勤務時間外に予期し得ない事由

(水防配備及び防災指令によるもの

を除く。)により勤務に従事したとき

（1）　1,200円

（2）　1,300円

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）　

52.44 52.44

三田市　（一般行政職）

36.57

52.44

支給実績（25年度決算） 6,695

43.7043.70 52.44

－ 4,814－
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

カ　その他の手当（２６年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

160,250

3,084

千円 0

771,000

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 25 年 度 決 算 ）

休日給 〃 0

一般行政

職の制度

との異同

（25年度決算）

支 給 実 績 （ 24 年 度 決 算 ）

手　当　名 内容及び支給単価

6,474

扶養手当

支給実績

1,282 千円

0

千円

千円2,202

〃

20,667千円

259,765

0千円

129,529

千円

千円 137,476

〃

管理職員特別勤務手当 〃 62

管理職手当 〃

通勤手当 〃

夜勤手当

　　　宿日直手当

4,416

支 給 実 績 （ 25 年 度 決 算 ）

301

住居手当

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 24 年 度 決 算 ）

上記４（６）の記載内容と同様です。

支給職員１人当たり

〃

平均支給年額

2,887

（25年度決算）

249

一般行政

職の制度

と異なる内

容

6,025

14



　(2)　(2)　(2)　(2)　病院事業病院事業病院事業病院事業

  　① ① ① ① 職員給与費職員給与費職員給与費職員給与費のののの状況状況状況状況

ア　決算

　職員 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は、２６年３月３１日現在の人数です（再任用短時間勤務職員を含む）。

② ② ② ② 職員職員職員職員のののの基本給基本給基本給基本給、、、、平均月収額及平均月収額及平均月収額及平均月収額及びびびび平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢のののの状況状況状況状況（（（（２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）基本給は、給料、扶養手当及び地域手当の合計額です。  

　　　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ ③ ③ ③ 職員職員職員職員のののの手当手当手当手当のののの状況状況状況状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（25年度支給割合） （25年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5～20％ ・役職加算　5～20％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

千円　

イ　退職手当（２６年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置定年前早期退職特例措置（割増率2%～45%） その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（割増率2%～45%）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、25年度に退職した職員に支給された平均額です。

（注）病院事業の退職手当の１人当たり平均支給額は、定年退職者が1名であったため、全退職手当受給者に支給された平均額です。

市町村平均（ 医 師 ）

（政令指定都市除く）

市町村平均（ 看 護 師 ）

（政令指定都市除く）

44.4

38.7

560,530 1,380,815

283,693 449,098

市町村平均（政令指定都市除く）

33.3

23,089

52.44 52.44 52.44 52.44

2,733 4,814

30.82 36.57 30.82 36.57

43.70 52.44 43.70 52.44

1,329

三田市（病院事業） 三田市　（一般行政職）

21.62 27.025 21.62 27.025

1.45 0.65 1.45 0.65

市町村平均（政令指定都市除く）

１人当たり平均支給額

１人当たり平均支給額（25年度） １人当たり平均支給額（25年度）

1,386 1,512

2.60 1.35 2.60 1.35

三田市（病院事業） 三田市　（一般行政職）

市町村平均（事務職員）

（政令指定都市除く）

43.3 324,843 496,446

三 田 市 （ 看 護 師 ） 35.0 300,995 478,058

三田市（事務職員） 41.7 366,730 579,315

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

三 田 市 （ 医 師 ） 42.3 525,667 1,277,618

千円 千円

393 1,406,107 786,174 544,651 2,736,932 6,964 6,718

期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

25年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円

　　　　給与費　　B/A 一人当たり給与費

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

32.9

25年度 　　　　千円 千円　 千円　

8,208,954 179,911 2,736,932

％

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ

％

める職員給与費比率

実質収支 　給与費

区　　分 総費用 純損益又は

職員給与費比率

総費用に占める

24年度の総費用に占
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ウ　地域手当

（２６年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２６年４月１日現在）

千円

千円

　％

手当の名称 左記の職員に対する支給単価

社会福祉業務手当 右に同じ（右の業

務に従事した職

員）

主な支給対象職員 主な支給対象業務

(1)　保健師が訪問により保健指導

を行ったとき((2)との併給はしない)

(2)　生活保護法(昭和25年法律第

144号)、児童福祉法(昭和22年法律

第164号)、母子及び寡婦福祉法(昭

和39年法律第129号)、老人福祉法

(昭和38年法律第133号)、身体障害

者福祉法(昭和24年法律第283号)

若しくは知的障害者福祉法(昭和35

年法律第37号)に規定する措置等

のケースワーク又は市民病院にお

ける医療相談に従事したとき

日額　 140円

右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

市民病院に勤務する医師

市民病院に勤務す

る医師で勤務時間

外に右のいずれか

に該当するとき

(1)医師が救急外来等において緊

急業務（呼出時を含む。）に従事し

たとき

(2)医師が自科の入院患者の急変

時等に緊急の診療に従事したとき

(3)産科医師が出産に従事したとき

（小児科医が出産に立ち会ったとき

を含む。）

(4)　麻酔科医師が緊急手術業務従

事に備えあらかじめ自宅で待機を

命ぜられたとき

(5)小児科医師が小児救急輪番業

務に従事したとき

医師特別手当 月額

院長　  291,000円

副院長　260,000円

部長　  252,000円

医長　  245,000円

副医長　220,000円

医員　  210,000円

診療手当 １時間につき

部長　 　　　　　　 4,000円

医長・副医長　    3,500円

医員　               3,000円

１時間につき

　　　　　　　　　　　14,000円

１回につき

　　　　　　　　　　　 2,500円

１当務につき

部長　 　　　　　　  1,400円

医長・副医長　    1,200円

医員　               1,100円

１件につき

　　　　　　　　　　　１2,000円

特別診療手当 １時間　2,000円

ただし、午後1時以降に適用

し、5時間以上の場合は10,000

円を限度とする。

右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

市民病院に勤務する医師で宿直勤

務又は日直勤務に引き続き診療業

務に従事したとき

85.8

手当の種類（手当数） 14

支給実績（25年度決算） 297,153

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算） 882

職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度）

支給実績（25年度決算） 91,792

6

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

全地域 6 393

支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）　 234
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解剖業務手当 右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

市民病院に勤務する医師で病理解

剖を実施する検体を確保したとき

1検体　20,000円

緊急呼出麻酔管理手当 右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

市民病院に勤務する医師で勤務時

間外に緊急呼出を受けて全身麻酔

管理業務に従事したとき

1件　20,000円

病理検査手当 右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

市民病院に勤務する医師で病理検

査に従事したとき

1件　700円

病理検査手当 右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

市民病院に勤務する医師で病理検

査に従事したとき

1件　700円

病院緊急呼出手当 1回

深夜  1,300円

その他  650円

右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

市民病院に勤務する職員で勤務時

間外に緊急呼出を受けて業務に従

事したとき（医師除く）

 6,800円(勤務時間が4時間未

満の場合は3,400円)

夜間看護手当

日額又は1勤務

(3)　薬剤師が劇薬等人体に有害な

薬品を取り扱ったとき

(4)　理学(作業)療法士、臨床工学

技師、言語聴覚士及び視能訓練士

が感染症患者又は感染の恐れのあ

る患者にかかる医療に従事したとき

市民病院に勤務する助産師、看護

師及び准看護師で夜間勤務に従

事したとき

1回

準夜　2,900円

深夜　3,300円

準夜に引き続く深夜　6,800円

ただし、月8回を超えて準夜又

は深夜に従事した場合は、

2,500円を加える。

病院調理師業務手当 月額　2,400円右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

市民病院に勤務する給食調理師で

時差出勤をするもの

右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

看護師業務手当 月額　10,000円

医療危険業務手当 日額　 270円市民病院に勤務す

る職員で勤務時間

外に右のいずれか

に該当するとき

(1)　放射線技師がエックス線その

他照射作業に従事したとき及び看

護師がエックス線その他照射作業

の補助業務に従事したとき

(2)　検査技師が細菌検査作業等に

従事したとき

右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

市民病院に勤務する助産師、看護

師及び准看護師

時間外救急措置手当 1人につき

　　　　　　　　　　　　5,000円

1人につき

　　　　　　　　　　　　3,000円

1人につき

　　　　　　　　　　　　1,000円

　ただし、1回の宿直勤務又は

日直勤務につき10,000円を限

度とする。

右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

(1)　医師が宿直勤務又は日直勤務

中に救急患者の緊急入院措置を

行ったとき

(2)　医師が（1）の緊急入院措置の

後、主治医として治療に従事したと

き

(3)　医師が4日以上引き続き休日と

なる場合に救急業務に従事し、外

来患者（入院措置を行った者を除

く）を診療したとき

宿日直特別手当 1回につき

　　　　　　　　　　　40,000円

右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

市民病院に勤務する医師で同一月

に4回以上の宿直勤務又は日直勤

務に従事したとき（宿日直手当に加

算)

緊急呼出麻酔管理手当 1件　20,000円右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

市民病院に勤務する医師で勤務時

間外に緊急呼び出しを受けて全身

麻酔管理業務に従事したとき

年末年始特別業務手当 右に同じ(又は右の

業務に従事した職

員）

年末年始の休日において特に必要

があつて勤務を命じたとき
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

カ　その他の手当（２６年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円96,333管理職員特別勤務手当 〃 578 千円

110,088

　　　宿日直手当 〃 68,059 千円 810,226

夜勤手当 〃 21,357 千円

741,079

休日給 〃 0 千円 0

管理職手当 〃

通勤手当 〃 34,915 千円 111,550

住居手当 〃

（25年度決算）

213,480

56,322 千円

186,790

扶養手当 上記４（６）の記載内容と同様です。 31,595 千円

36,424 千円

支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （25年度決算） 平均支給年額

一般行政

職の制度

との異同

一般行政

職の制度

と異なる内

容

支 給 実 績 （ 25 年 度 決 算 ） 147,979

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 25 年 度 決 算 ） 377

支 給 実 績 （ 24 年 度 決 算 ） 142,355

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 24 年 度 決 算 ） 378

支給実績
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